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遊

少
な
る
其
生
活
狀

S

憐

f

る
寧
ろ

f

可

5
 

し

i

s
能
く 

一

家
を
薄
へ 

數
人
の
子

f

眷

し

v 

W 

^
相
當

s
 m 

送̂

4

、
t
 

s
 

S
寧

^
不
思
購

i
思 

惟
す
る
の
外
な
き
の
み
、

然

6

と
雖

S

彼
等
於
今

n
r

の
生
活
狀
態
に
平
然
自
若
女
る
.は
元
と
止
む
を
得
次
る
於
爲
め 

'

し
て
其
平
然
自
若
は
決
し
て
滿
足
し
允
る
結
果
に
非
次
る
は
言
を
俟
女
玄
、彼
等

7)
或
#
は

71

或
は
唯
習
慣
.に
捕
へ

ら

れ

て
滿

足

し

つ

、
あ

る

，

令
有

る

.
可
し
、然

れ

と

，

^

國
民
の
’昝
識
は
日
に 

月
に

進

^
し

つ
、
あ

6

文
明
の

.發
1 -
と

共

に

新

*
な
る
需
要
生
匕
子
女
の
敎
育
は
い

よ

/

\
 

必
要
を
增
し

ri
l
-
2
日
の
奢
侈
赘
澤
視
し
把
る
所
の
物
名
今
日
の
必
要
品
と
化
す
る
塒
代
に
在
/ノ
 

て
は
彼
等

i

雖
名
到
底
現
在
の
收
入
と
其
生
活
狀
態
と
を
以
て
滿
足
せ

ざ

る
可
き
や
必
と

A
, 

殊
に
內
外
往
來
交
通
の
年
を
逐
ふ
て
盛
な
る
に
從
ひ
泰
西
先
進
國
の
風
俗
習
慣
に
し
て
发
國 

に

流
入
す
る

S

の

S

ょ

く

盛
な
る
可
く
國

.民
の
生
活
狀
態
名

0

IC
ま

す

く

西

洋

の

夫

れ
 

に
近
接
せ
ん
と
す

る
の

傾
向

あ
る
は
明

Q

に
し

て

昨
年
に

於

け

る

H

英
博

覽
會
若
く
は
來
る 

五
十
年
の
大
傅
覽
會
の
如
き

益
々

內

外

®
俗
習
憤
の
近
接
を
促
し

"
^
民
の
生
活
狀
態
に
肝
生 

r
を

=

&
く
に

與
つ

て

力
あ
る

可
き

は

疑
を
容
れ

次
る
所
な

6

•と
云
ふ
可
し
、卽

ち
勞
働

#

は
西 

洋
の
勞
働
者
の
如
く
多
额
の
勞
銀
を
欲
し
查
公
は
泰
西
の
‘查
公
の
如
く
學
者
は
泰
西
の
學
者 

の

如

く

夫

れ

く

多

額

の

收

入

を

得

て

其

生

活

狀

態

を

改

皮

し

以

て

一

等

國

民

と

し

て

电

q 

し

か

ら

h

る
生
則
を

營
i

ん
と
の

念
盛
な
る
に
至
る
可
き
は
之
を
想
像
す
る
に
餘

6

有

6
 

i
 

云
ふ
可
し
、

 

.

然
一
 

方
を
顧
れ
ば

_

富
は
國
民
の
昝
識
と
共
に
增
加
せ
岁
、各
人
の
收
入
は
其
需
耍
の
走 

:

貧
.，國
論

 

— 

四】

，九

.
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四ニ
0

ら
に
勃
張
す
る
に
拘
ら
岁
増
加
す
る
能
は
次
る
可
き
は
之
れ
亦
想
像
す
る
に
難

g

ら
次
る
所 

に
し
て

.其

®

に
至
ら
ば
國
岛
の
生
便
難
は

S

 .

よノぐ

\

痛
切
に
感
知

.せ
ら
れ

^

る
を

#

少
、換
言 

す
れ

'
«
.我

&

民
は
旣
に
今
日
に

.於
て
生

VS
難
を
烕

じ

ク

、
あ
る
は
隱
れ
な
き
事
實

'な
れ
ど

g 

將
來
厝

i

層
の
獲
迫
を
告
ぐ
る

.に
至
ら
ん
こ
と
晋
人
の
信
匕
て

_疑
は
次
る
所

.な
6
、

四
.

ル
し
て
然
ら
ば
此
屢
迫
を
防
ぐ
の
策
如
何
と
云
ふ
に
經
濟
學
の
原
則
に
從
，ひ
ニ
途
の
一
を 

出
で

^

る
可

L 

&ち

j

は
画
民
の
生
產
額
を

®

加
し
て
ロ

&
§
巴
CL
5

Q:
3
CU
を
多
大
な
ら
し
む
る 

か
但
し
は
二
、物
價
を
務
め
て
低
廉
な
ら
し
め
以
て
僅
少
.の
金
錢
所
得
を
以
て
多
大
の
需
要
を 

滿
足
せ
し
む
る

.の
外
あ
る
可
か
ら
す

#

A
の
所
得
は
一
國
の
生
產
總
額
の
多
少
に
依

6

て
相 

異
あ
る
は
明
白
な
る
道
理
に
し
て

l
i
o
s 
一
CLe

v
i
d
s
b

の
夥
多
な
る
國
に
於
て
は
縱
令
直
接
生 

產
事
業
に
關
係
せ
次
る
人
々

i

雖
名
尙
ほ
多
額
の
所
得
を
保

®

せ
ら

V
O、
は
言
を
俟

t

岁
、
a 

L

國
富
敢
て
多
大
な
ら
岁
と
す
る

S
物
價

1C
し
て
低
廉
な
ら
-ん
か
其
國
民
各
人
の
所
得
は
少 

な
し
と
雛
名
、之
を
以
て
比
較
的
に
幸
福
な
る
生
活
を
送
る

t
と
難
き

に

非
ら
岁
、例
へ
ば
英
米 

雨

®

を
比
較
す
る
に
一
英
睡
勞
働
者
の

#

龈
を
一
〇

o
と
す
れ
ば
米
國
勞
輯
者
は
ニ
三

3

の
朝

'

73

合
な

6
、然

^P

食
物
及
び
家
賃
に
於
て
米
國
勞
働
者
は
英
國
勞
働
者
に
比
し
五
ニ

 

％
の
費
用
を 

餘
分
に
負
擔
せ

CT
る
可
か
ら

^

る
於
故

*

際
雨
者
の
相
異
は
七
十
八

%

に
過
ぎ
^
る
於
如
し 

s. 

R, Askwith: Prefactory note t
) the R

e
p
o
r
t

 of an enquiry b
y

 the B
o
a
r
d

 

of T
r
a
d
e
,
(u. s. A

.
)

而
し

<

英
國
勞
働
者
は
獨
佛
諸
國
の
勞
働
者

1C
比
し
其
收
入
の
比
較
的
大
な
る
と
同
胂
に
物
價

a

英 

國
に
於

<
却

<
低
廉
な
る
が
爲
め
.に
生
活
上
に
少
な
か
ら
次
る
幸
福
を
感
得
し

つ
、
あ
る
は 

云
ふ
放
で
％
な

^
所
に
し
て
苟
名
國
民
の
所
得
俄
に
壻
加
す
る
の

.不
可
能
な
る
限

6

は
出
來 

得
る
限

6

物
價
を
低
廉
な
ら
し
め
以
；て
其
生
活
に
儘
袼
を
感
せ
し
む
る
の
策
を
取
ら
ん
か
國 

足
は
尙
ほ
幸
福
に
生
活
す
る
を
得
可
き
な
纟
、然
る
に

.我
政
府
當
局
者
從
來
の
施
設
經
營

S

し 

く
は
經
濟
財
政
上
の

主
義

方
針
、s

凡
で
以
上

ニ
個
の
方
法
に

反
對

す
る
'が如
き
形
あ
る
は
何 

故
ぞ
や
、郎
ち
政
府
は
一
方
に
於
て
國
民
の
生
產
额
を
壻
加
せ
し
む
る
に
必
耍
有
益
な
る
施
設 

機
關
の
如
き
は

甚
だ

之
を
等
閑
視
し
て

E
億
の
其
歲
入
を
ば
尊
ら
不
生
產
的
事
業
に
役

b

つ 

?
あ
る
に
非
ず
や
、叉
獨

6

政
府
財
政
の
都
合
を
の
み
訐
ぅ
て
民
間
の
經
濟
狀
態
を

犠
牲

に
し 

て
顧
宇
、
同
蹄

に
0 
6
1

る
產
業
政
策
に
固
.執
す
る
其

結
果
•物

價
を
し
て
日
；

u

月
に
騰
貴
せ
し 

め
つ

S
あ
る
は

何
事
ぞ
や
#
人
は
此
ニ
踽
の
點
に
關
し
風
ら
に
細
論
す
る
の
必
要
を
認
ひ
る

‘

致

輝

m 

-

四ニ一
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名
の
な

6

、何
と
な
れ
ば
此
點
に
關
し
政
府
の
誤
想
を
茈
し
'國
民
を
し
て
今
少
し
く
經
濟
上
の 

事
實
に
關
し
注
意
を
深
か
ら
し
む
る
に
非
次
れ
ば
今

■
ロ
の
貧
國
は
何
塒
ま
で

i

窮
境

I

 

す
る
能
は
次
る
可
け
れ
ば
な
ろ
。

 

J

五

f

は
我
政

5

國
民

s

?

K

i

5

し
ひ

I

s

經
濟
的
施
設
を

I

に
附
し 

つ

ど

m

日
S

政
府

S

•等
經
濟

I

f

經
營
せ
ず 

と
云
ふ
名
の
に
非
岁
、否
菩
人
は
民
間
の
事
業
を
咬
で
名
奪
取
し
て
¥:家
自
ら
之
を
經
營
せ
ん 

と
微
す
る
は
我
政
府
の
惡
弊
？

と
認
め

f

 
1

5

、卽
ち
、彼
の
鹽
專
賣
煙
尊
專
裏
道
國 

有
、製
鐡
、製
材
の

S

S

例

な

4

と
H

は
政
府
於
此

S

事
s

 

S

し
つ

‘

 

/

の
事
實
を
稱
し
て
鍵
民
の
生
库
及
び
、分
配
額
を
播
加
す
る

^
-
の
と

a

信
宇
る
を
得
玄
、換
言 

す
れ
ば

一

國
の
經
濟
上
此
種
の
政
府
事
業
は
寧
ろ
損
？

て
益
少
な
き
を
恐
れ
次
る
を
得
ず 

製
鐵

5

製
材
業
に
於
て
政
府

f

j

損
失
を
招
き
つ
、

t

f

の
事
實
は

2

4

に 

之
を
贅
？

、叉
食
鹽
讓
の
尊
寶
の
結
果
と
し
て
其
代
價
财
二
倍
三
倍
に
引
上
げ
ら
.れ
國
民 

の
I

力
を
減
殺
し
把
る
の
事
實
に
就
て
亦
之
を
間
は

S

れ
ど
名
此
較
的
價

.
の
騰
貴

I

75

伴
は
ず
叉
撗
失
を
名
招

•か
次

6

し
鐡
道
國
有
の
結
果
に
至

6

<
は
果
し
て
如
何
、呑
人
は
國
有 

の
實
行
せ
ら
れ

<
以
來

國
內
に
起

6

得
珂
於

6

し
新
線
路
の
布
設
を
妨

#

し
^

る
こ
と
贲
に 

少

/P
ら

3'
'
る
を
認
め

^

る
を
得
岁
、若
し

■名
昨
年

0

し
く
は
一
昨
年
ク

.
,
き̂
金
融
の
緩

^

を

^
: 

め

^

6
し
塒
に
民
設
鐡
道
の
計

#

自
由
な

6

し
な
ら
ん
に
は
各
地
に
鐵
道
事
業
の
許
畫
せ
ら 

れ
杧
る

$

の
實
に
多
大
な

6
.し
を
疑
は

t

併
か
？
鐵
道
國
有
の
結
果
此
種
の
計
盡
は
殆
ん
ど 

其
跡
を
斷
つ
に
至
れ

6
.
®ち
爲
め
に
交
通
機
關
の
普
及
を
妨
げ
生
產
界
の
原
動
力
と
？
稱
す 

可
き
運
輸
事
業
の
發
達
，

U

寧
ろ
大
打
擊
を
與
へ
允
る

g

の
と
云
は
次
る
を
得
ず
、然
ら
ば

|

方 

に
鐡
道
院
自
ら
が

*

て
大
に
新
線
路
の
普
及
伹
し
は
廣
狹
改
築
の
如
き
事
業
に
着
手
し
^
る 

や
と
云
夯
に
政
府
に
興
意
な
き
に
非
ら

^
-

し̂
が
如
し
と
雖

S

一
 

方
に
揭
政
當
局
者
は
四
分 

利
偕
換
と
稱
す
る
が
如
，き
一
大
投
機
を
試
み
て
美
事
失
敗
に
終

6
把

る
其
結
果
將
來
に
必
：要
 

な
る
資
金
の
調
達
に
名
差
支
を
生
匕
て
今
や
殆
ん
ど
手
？
足
？
出
で
次
る
有
欉
な
る
.に非
岁 

や
、廣
軌
改
築
の
如
き
容
易
に
行
は
る
可
か
ら
少

i

しV
、

然
ら
ば
旣
設
線
路
の
改
良
は
如
何
と 

云
ふ
に
之
れ
甚
だ
不
充
分
に
し

V

彼
の
新
橋
神
戸
間
の
線
路
を
以
て
し
て
尙
ほ
每
年

 

一
ニ
囘 

は
必
ず
洪
水
の
爲
，め
に
不
通
の
箇
所
を
生
少
る
の
不
體
裁
今
に
改
ま
ら
次
る
に
非
少
や
、斯
の

货 

H
U
.

三

貴

國
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i

如
く
む
ば
鐵
道
國
有
は
圃
民
經
濟
發
展
の
上
ょ

6

•今
日
の
所
殆
ん
ど

何

等

の

價

値

だ

に
な
く

寧
ろ

r
線
路
布
設
の
民
間
訏
畫
を
不
可
能
な
ら
し
め

tt
る
其
損
害
多
大
な
云
は
次
る
を 

.格
次
る
可
し
、

れ̂
ば
鐡
道
國
有

S
今m

の
儘
に
て
は
旰
ふ
可
か
ら
岁
、政
府
は
如
何

.様
に

名

し
 

て
運
輸
交
通
機
關
の
普
及
改
提
に
努
カ
す
る
所
な
か
る
珂
か
ら
岁
'吾
人
は
之
を
以
て
我
國
民 

經
濟
の
發
達
を
期
す
る
の
上
に
於
て
最
名
肝
？

 

6
. 

4む
る
に
屢
せ
次
る
名
の
な

6
。

穴

次
に
政
府
は
画
民
が
折
角
生
産
し
上
げ

^

る
、若
く
は
其
生
產
の
中
途
に
在
る
物
資
を
徒
ら 

に
滅
郑
せ
し

：§

つ
、

を
防

u

f

肝
要
に
し

y

例
へ
ば

S

U

於

V

年
々
水
害 

の
爲
め

u

f
 

I

は
ニ
千
爵

I

三
千
萬
？

下

I

、昨
年

I

S

I

に
 

及S

東
北
■
東
の
十
二
縣
の
み
に
於
て
爾
ニ
千
五
百
萬
圓
の
損
害
を
見

f

而
し
て
か
、
る 

■大
水
害
は
必
す
十
年
に
一
度
は
我
國
を
襲
ふ
次
第
.に
し
て
其
損
夫
を
累
算
す
れ
ば
實
に
莫
大 

の
額
に
達
す
可
し
、同

#
 

S

炎

Q

S

S

H

S

i

?招
く
，
J

i

水

營

劣

美
 

日
本
火
炎
保
險
協
會
の
計
算
に
侬
れ
ぱ

明
治
三
十
六
年
ょ

A
ノ
侧
十

一

年
に
至
る
六
年
問
鏡
失
家
屋
、

77

戸
數
、ニー

 

三
、
六
六
〇
芦
、
建
评

'四
、六
〇
六
、六
三
ニ
、

明
治
二
十
六
年
ょ

6

十
六
年
間
の
平
均
.は

一
年
三
萬
五
千
餘
芦
に
達
し
家
屋
以
外
の
動
產 

損
害
を
合

#
す
れ
は
一
年
の
損
失
は
三
四
千
萬
圆
を
下
ら
次
る
可
し
と
云
ふ
。

.我
國
民
の
所
得
は
極
め 

こ
と
斯
の
如
く
多
大
な
る 

炎
害
の
禍
根
を
杜
絕
す
る 

我
政
府
於
治
水
事
業
の
爲 

姑
息
に
流
る
ゝ
を
免
れ

3'
' 

殊
に
文
明
の
進
步
人
ロ
の 

間
雞
谷
其
他
.沿
岸
危
險
の 

の
水
害
に
依
つ
て
蒙
る
國 

水
害
の
，如
く
治
水
事
業
の 

防
火
機
攔
を
完
全
な
ら
し 

額
の
掼
央
な
く
し
て
止
む

て
少
な
き
に
加
へ
て
年
々
水
火
の
爲
沁
に
國
富
を
滅
失
せ
し
む
る 

を
以
て
勢
び
國
富
の
菩
稹
は
遲
々

P

ら
次
る
を
栎

t

さ
れ
ば
此
種 

は
叉
貧
國
の
境
遇
を
股
却
せ
し
む
る
所
以
な
れ
ど
？
如
何
に
せ
ん
，
 

め
に
費
す
費
用
の
如
き
極
め
て
少
額
に
し
て
從
て
治
水
方
法

S

亦 

る
ょ

6

洪水の害は咬す多大

«

ら
ん

I」

す

る

.0

傾
向
あ

J
O 

增
加
と
共
に
昨

4

で
敖
却
し
て
顧
次

6

し
土
跑
名
開
拓
サ
-ら
れ
山 

地
と
雖

$

尙
人
家
を
作

6

住
届
を
定
む
る
の
常
な
る
を
以
て
一
朝 

家
の
掼
夹

名

亦
多
大
な
ら

ざ

る
を
得
ず
、火
炎
の
掼
失
に
至
つ
て
は 

如
き
根
本
的
方
法
に
依

6

.

て
之
を
豫
防
す
る
能
は
す
と
雖

%
然

4 

め
同
時
に
建
築
材
料
を
選
擇
せ
じ
む
る
に
於
て
は
現
在
の
如
く
多 

可

き
は

想
像
す

る
に
難
£
ら
次
る
所
に
し
て

の
彼
東
苋
大
阪
若
く
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は

1¥
_
の
如
き 

め
.飢
餓

の

慘
狀 

の
黑
に
_
し
今

^
 
A
V
O

.

然
ら
ば
港

, 

な
る
琪
業
^
る 

つ
有

6

や
と
云

H に 大  
の 階 火  
政 る が 、 

府 が ’ 文 

及 如 明  
び き 國  

一 實 の  

般 に 大  
國 國 都  
民 民 會
力ずのに

餘 耻 顏
b B 々

續
出
し
住
民
の 

と
稱
せ
次
る
を 

に

無
爲
無
能

/I
る 得 大  
を さ'' 半 
慨 i >が、 
せ 可 一  

す し 朝  
ん 我 の  
ば 輩 祝  
非 は 融  
さ、、此 の

の
修
築
、水
陸
聯
貉
の
究
成
の
如
き
之
れ
亦
國
民
經
濟
の
發

M

上
極
め
て
必 

や
云
ふ

4

で

S

な
き
所
な
る
が
'此
種
の
事
業
に
政
府
は
十
分
其
力
を
盡
し 

ふ
に
決
し
て
然

ら

夹
現
に
橫
濱
神
戸
は
我
國
の
ニ
大
要
港
な
れ
ど

^p

水
陸 

其

^
備
は
今
佝
ほ
極
め
て
不
究
全
の
狀
態
に
在
る
を
免
れ
宇

ft
點
に
付

き

て
は
寧
ろ
毫

, 

it
隆
泌
の
如
き
進
步
せ
る
有
欉
に
し
て
現
に
六
千
餘
萬
噸
の
大
汽
船
、が岸
壁
に
横
附
け
に 

ら
る
、
を
#
可
く
叉
鞔
督
府
は
其
停
車
場
の
位
置
を

^

p

變

M

せ
ん
許
*
に
て
着
々
事
業
の 

撂
を

W
 

6
つ
、
あ
る
次
第
な
れ
ば
遠
，

&
ら
岁
し

<
歐
米
諸
國
に
實
行
せ

' ら
る
、
が
如
き
水 

c

#

tt
l

»
に
3
之
を
見
る
に
至
る
可
し
、然
？

p

內
地
に
於
て
は
橫
濱
神
戸
尙
且
つ
今
日 

有
妒
な
れ
は
其
他
は
对
ん
ど
云
.ふ

:c
足
ら
ず
、元
來
政
府
當
局
者
の
•計
書
は
存
せ
次
る
に
非 

る
％
其
規
糢
餘

/ノ
に
狹
少
に
し
.て
且
つ
事
業
進
渉
の
遲
々
杧
る
は
丧
人
の
遺
慽
に
耐
へ
次
る

さ、、 の 陸 進 せ の の つ 要 る 等 爲

70

鐡

M

の
普
及
欧

-
M港
_
の
修
築
治
水
事
業
の
兜
成
等
の
點
に
付
政
府
の
爲
す
所
誠
に
姑
息 

技

b
に
し
て

^

ん
と

51
戯
に
類
す
る

$

の
有

6

と
す
れ
ば
、然
ら
ば
政
府
は
他
の
卞
法
に 

於

y

大
に
國
民
經
濟
發

-t
e
の
基
礎

^.
作
る
に
務
め
つ

V
有
6

や
如
何
.例
へ
ば
獨
逸
に
於
て
早 

く
ょ

.
6旣
に
實
施
せ
ら
れ
近
塒
英
國
に
於
て

名

一
部 

顚
保
の

Industrial 

efficiency

を
增
加
す
る
の
上
こ

^

て

れ
と

名
我
政
府
に
於
て
未
だ
此
種
の
.針
書
ぁ
る
を
聞 

ロ
保
險
實
施
に
意
ぁ
る
$
の

ゝ
如

く

«
々
其
調
査
を 

之
れ
勞
働
保
險
と
は
杂
く
性
質
を
異
に
す
る
所
に
し 

金
を
蒐
集
し
て
以
て
其
財
睃
の
遺
繰
算
段
に
資
せ
ん 

觅
ら
に
叉
政
府
は
化
學
エ
碧
の
硏
究

發
達

の
爲
め
に 

亦
然
ら

す
'獨
逸

帝
國
の
如
き
廛
帝
始
め
此
種
眇

事

業 

を
惜

4

少
學
者
研
究
の
便
宜
を
計

6

つ
、
ぁ
る
が
爲

は
れ
遂
に
獨
逸
は
化
寧
ェ
業
の
：進
步
世
界
に
冠
絕
す

-贫

國

論

の
實
行
を
見
把
る
勞
働
保
險
の
如
き
一 

多
大
の
効
果
ぁ
る
は
隱
れ
な
き
事
實
な 

:

か
ぎ
る
に
非
す
や
、近
頃
農
商
務
潜
は
小 

遂
げ
つ
、
有
み

^
6

と
傅
へ
ら
る

、

^p 

て
政
府
の
目
的

S

主
と
し
て
零
細
の
資 

i
す
る
に
外
な
ら
^
る
於
如
し
、然
ら

.
d 

大
に
盡
し
つ
、

&
,り
や
と
.云
ふ
に
是
れ 

に
、多
大
の
注
意
を
寄
せ
國
家
名
亦
費
用 

め
新
發
明
發
見
の
如
き
陸
續
と
し
て
現 

る
に
至

-CS

人
々
之
れ
於
爲
め
に
產
を
起

四ニ七
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贫

國

II 

.

. 

四

二

八

：
.

し
財
を
菩

.
へ
*

る
？
實
に
少
な
か
ら
ず

.
と
雖
名
麵
て
我
國
の
有
欉
を
顧
れ
ば
か
、
る
方
面
の 

事
業
に
對
し
て

$
政
府
が

格
別
其
注
意
を
厚
ふ
し
つ
、、有

6 

i ?
思
は
れ

?'
る

な

の

如
 

く
算
し
來
れ
ば
政
府
於
國
民
經
濟
發
展
の
爲
.め
に
施
設
す
る
所
極
め
て
少
な
き
は
ざ
を
恕
像 

す
る
に
難

?^

ら
5'
'

る
可
し
。

我
政
府
が
國
民
經
濟
發
展
に
資
す
る
爲
め
に
努
力
す
る
所
少
き
の
事
實
は
之
を
述
べ

.̂

ヶ 

然
る
に
他
の
ー

.方
に
於
て
國
內
の
物
價
を
騰
貴
せ

.し
め
以
て
國
民
の
生
活
を
_
*
な
ら
し
む 

る
爲
め
に
は
.實
に
少
な
か
ら
岁
其
力
を
用
ひ
つ
、
あ
る
の
形
跡
歷
然

te
:
る
名
の
有
ろ
、之

^

贫 

國
の

i

す
く
貧
な
ら
次
る
を
得
ざ
る
原
因
に
し
て
試
に
日
本
銀
行
の
調
査
に
從
ひ

去
る

三 

十
三
年
十
月
の
物
價
平
均
相
場
を
百
と
し
て
今
年
七
月
の
相
場
と
比
較
せ
ん
に

米
、麥
、大
瓦

、
» 

噌
、茶

#

油
、木
炭

5
炭
等
必
要
品
ニ
十
三
品
の
平
均
相
場
は

 

一
&]
一
 

卽
ち
四
割
一
步
の
騰
貴
を 

來

.せ
6
、就
中

#
糖
及
び
鹽
の
如
き
は
最

^p

著
し
き
騰
貴
を
來
し
前
者
は
ニ

 

Q
六
後
者
は
ニ
四 

四
に
上
騰
し
其
他
多
數
物
品
は
ニ
割

75
至
三
割
の
騰
貴
を
示
せ

6
、而
し
て
之
扑
财
原
因
を
尋 

ぬ
る
に
吾
人
は
先
以
て
租
税
の
增
徵
及
び
尊
寶
價
額
の
引
上
げ
を
擧

^

次
る
を
得
卞

、
1
そ
內

81

國
に
於
け
る
租
税

.於
殆
ん
ど
其

.租
税
の
全
額

4

で
物
價
を
騰
貴
せ
し
む
る
は

多
く
想
像
す
る

に
難
か
ら
次
る
所
に
し
て
彼
の
酒
煙
草
の
如
き
增
稅
と
専
寶
價
格
引
上
げ
と
の
爲
め
戰
前
に

比
し
非
常
な

.る
市
價
の
相
異
を
來
せ
る
は
怪
む
に
足
ら
岁
と
云

.ふ
可
し
、又
彼
の
砂
糖
の
如
き

今
ロ
殆
ん
ど
市
價
の
半
ば
以
上
は
租
税
に
し
て
斯
る
重
税
を
課
^
ら
れ
杞
る
砂
雜
於
其
味
の

#
き
は
寧
ろ
不
思
議
に
し
て
砂
糖
を
以
て
一
種
の
贅
澤
物
視
し

t

る
脒
代
は
早
く
旣
に
過
ぎ

弍

6

て
今
日
に
於
て
は
生
活
の
必
要
品
と
し
て
何
人
名
疑
を
挾
む
の
餘
地
な
窆
に
拘
ら
す
尙

か
、
る
重
税
を
課
す
る
は
大
に
不
可
な

6
 

i
云
は
次
，る
を
得

t -
比

他
..或
枕
所
得
稅
、營
業
稅
通

行
桃
三

7¥

桃
等
或
は
加
重
せ
ら
れ
或
は
新
設
せ
ら
れ

‘

之
に
專
寶
價
の

51
上
げ
手
數
将
の
引
上

げ
等
を
加
算
す
れ
ば
人
民
の
掌
中
に
在
る
可
き

S

の
に
し
て
戰
後
政
.府
の
掌
中
の
歸
す
る
こ

と
と
な
み
し

3

の
每
年
約
ニ
億
に
達
し
唯
：に
直
接

.人
民
に
苦
痛
を
與
ふ
る
の
み
な

k
ず
物
價

騰
貴
の
形
式
に
依
ぅ
て
間
接
に
國
民
を
苦
む

る

こ
と
實

1C
多
大
な
る

3

の
有
る
や
疑
を
容

4 

次
る
可
し
。

'
而
し
て
此
方
面
ょ

.6
來
る
物
價
の
騰
貴
：は
唯
に
今
日
の
現
狀
に
止

.ら
梦
今
後

$
爾
大
に

I
 

ぷ貝す可
き
理
由

*

CN、

何
ぇ

«

れ
ば

.去
る
七
月
中
旬
ょ
；ゥ
い
ょ
新
關
稅
定
率

^

は.
全
部

施 

:

贫

國

|̂
. 

四，
ニ九



t
,

國

論 

四
三o

 

行
せ
ら
れ

て
我
關
税
稅
率
は
舊
來
に
比
し

頗
る

^

重
せ
ら

-

れ
*
る
を

以
て
な

6

、妨
論

英
佛

®
 

諸
國

i

の
協
定
に

依

6

國
定
桃

_

ょ

6

輕
滅
せ
ら

.
れ
te

る
名
の
少
な
か
ら
少
と
雖
名
、

做

ほ
從 

來
に
比
す
れ
ば
颇
る
高
き
に
在
る
や
明
白
に
し
て
昨
今
は
非
常
な
る
見
越
糨
入
あ
/ノ
杧
る
結 

巣

：

吾

人
は
何
新
税
を
負
.擔

せ

^

る
輸
入
品
を
消
費
し

つ

、
あ
る
次
第
な
れ
ど

S

此
見
越
輸

\
 

を
消

费

し
盡
し
杧
る
曉
に
は
新
允
に
高
價
の
物
品
を

使
用
せ

次
る

可
ら

次
る
に

至
る

や

公
せ 

6

、而
し
て
彼
の

米
穀

輸
入
税
の
如
き
從
來
每

百

斤
六
十
四
錢
の
稅
率
な

6

し

3

へ
已
に

不
當 

な
名
に
新
杧
に
之
を
一
圓

.
に
壻
加
し
女
る
が
如
き
實
に
：愚
劣
極

.ま

.る
者
と
評
せ
次
る
を
樽
ず
、
 

吾

A

は
今
年
所
請
米
の

買

ダ

運

動

起

6

て
國
良
は
米
價
の
騰
貴
に
困
難
を
感

b

お
る
奴
如

,
 

羅
竟
米
穀
輸
入
桃
の
赋
課
以
來

一

般
國
民
を
し
て
外
國
米
を
消
費
す
る
の
習

1

を
喪
失
せ
し 

め
*
る
が
爲
め

一

旦
內
地
米
に
暴
騰
を
來
す
こ
と
あ
る
俄
に
外
國
見
を

以

て

之
に

代
用
す 

る
を

#

次
る

.に
由
る
名
の
と
推
察
せ
次
る
を

.得
卞
、而
し

V
今
日
の
現
耿
を
以
て
す
れ
ば
米
.買
 

,

が
我
國
に
於
て
必
支
し
名
失
.敗
に
終
る
可
し
と
想
像
ず
る
能
は
ぎ
る
を
悲
ひ
な
み
、同
#
に 

新
關
税
法
.は

鐡
類

機
械
類
の

如

き

に

i

で

保
.護

.桃

を

課

し
て

一

國

生
産
の
原
動
力
の
輪
入
を 

阻
止
せ
ん
と
試

A
.
t 

6
、殊
に
此
等
の
物
品
は
歐
米
諸
國
ょ

6

幾
千
哩
の
距
離
を
隔
て
、
多
額

約 は 十  エ 割 の
二 三 六 物 業 銑 運  
億 億 年 價 家 鐵 賃  
圓 三 末 を を の を  

の 千 と 縢 保 如 支  
壻 百 今 貴 護 き 狒  
加 萬 年 せ 八 せ は へ  
に 圓 の し ん 赂 て

我
.國

に

輸

入

せ

.ら

•る
V
次

第

な

れ
.ば

是

-れ

の

み

.に

て
S
機

械

類

は

^

一
 

四
割
の
保
議
を
蒙

.る
次
第
な
.る
に

^

其
上
に

:®
入
税
に
依

6

て
其

製

造

 

と
企
て
杧
る
は
大
な
る
愚
策
と
稱
せ

f
o
.

る
を
得
^
。

め
杧
る
第
ニ
の
原
因
は
通
貨
の
膨
脹
に
在

6
、試
み
に
日
露
戰
爭
以
前
三 

六
月
末

i

の
通
貨
を
比
較
せ
ん
に
金
貨
紙
幣

.及
び
補
助
貨
の
合
計
前
に 

に
過
ぎ
次

6

し
^P

の
後
に
は
五
億
ニ
千
八
百
萬
圓
に
壻
加
し

t

欠
卽
ち 

し
て

„
我
經
濟
界
の
實
ヵ
發
展
し
て
此
結
果
を
見
*
る
な
ら
ん
に
は
實
に 

喜
ぶ
可
き
次
第
な

6

と
雖
？
事
實
は
却
て

然

ら

す
し
て
戰
爭
の
終
局
に
.際
し
我
政
府
當
局
者 

は
軍
隊
の
引
上
げ
其
他
戰
後
終
末
の
费
用
と
し

<

#
要
以
外
の
外
債
を
幕
集
：し、之
を
所
謂
政 

府
の
在
外
資

.金
と
し
て
外
債
の
利
拂

S

し
く
は
爲
替
資
金
の
決
濟
に
供
し
把

6
、而
し
て
此
資 

金
の
滅
少
す
る
.度
毎
に
政
府
奴
或
は
公
債
の
借
換
或
は
滿
鐵
社
債
の
募
集
近
く
は
東
京
市
の 

電
卑
な
ど
名
利
用
し
て
必
宴
以
上
の
外
僚
を

■起
し
.叉
は
起
さ
ん
と
試
み
て
其
募
入
金
を
保
有 

し

一
方

_

本
銀
行
を
し

<
此

在

，外

.正

貨

の

一

部
を
引
當
て
に
兌
換
券
を
發
行
せ
し
め
つ
、
普 

贫

窗

.論
 

@

ー

 
コ



m

. 麵

■

戴

國

論

 

i

 

6

し
を
以
て

®

内
の
通
貨
は
收
縮
せ
ら

i

に
由
な

く

却
て
吐
す
く
壻
加
す
る
の
一
方
ぁ
ん 

■

し
の
み
而
し

V

 

f
t 

&
タ
正

®
 Q

存
在
に
關
し

<
は
可
否
の
論
區
々
た

6

と
雖

H

に
論

5
 

す
る
を
避
け
吾
人
は
單
に
通
貨
勃
脹
の
原
固
カ
於
不
自
然
な

6

し
理
由
と
し
て
之
を
指
_
す 

る
に
止
め
ん

i

す
る

^p

の
な

/
り。

：

尙

一

々
其
物
品
に
就
き
て
之
を
論
せ
ば
以
上
の
外
爾
物
價
騰
貴
を
促
し
た
る
原
因
の
存
す 

可
き
や

明
白
な

i

f

 

5

は
以
上
の
ニ

 

f

l

ニ
般
的

.

.大
原
因
と

s

f

l

 

す
'
邦
の
如
く
に
し
て
一
方
に
は
產
業
發
展
の
根
德
を
培
ふ
こ
と
を
爲
さ
少
、徒
ら
に
物
價
の
嗜 

貴
を

促
す

の
み
な
れ
ば
國
民

.
の
資
力
給
せ

.
尹
、事
業
起
ら
岁
、輸
出
振
は
声
し
て
獨

6

生
活
難

>̂
|
 

4

す
く
加
重
せ
ん
と
す
る
は
決
し

.
て
怪
む
に
足
ら

^

と
云
ふ
可
し
。

九

果
し
て
然
ら
ば
何
故
政
府
は
斯
の
如
く
經
濟
上
の
施
設
經
營
に

不
熱
心
に

し
て
爲
め
に

國 

民
經
濟
の
發
展
を
促
進
す
る
能
は

ざ

る
や
彼
の

*

西
諸
國
の
實
行
し
つ
、
ぁ
る
が
如
く
或
は 

運
輸
交
通
の
究
成
を
計
ろ
水
陸
聯
絡
を
便
利
な
ら
し
め
或
は
化
象

X
雜f

の
發
達

.を
獎
勵

し
名 

し
く
は
勞
働
保
險
を
實
行
し
或
は

.治

.水
事
業
の
完
成
を
期
し

.或
は

國
民
を
し
て
防
火
の

方
法

85

を
講
せ
し
む
る
が
如
き
積
極
的
政
策
に
出
で

^

る
や

.將
杧
何
故
に
政
府
«
自
家
财
政
上
の
都 

合
を
の
み
計
る
に
急
に
し

：

て，其
遣
繰
算
段
の
爲

.め

.

.に:

國
利
民
福
を
犠
牲
■に
し
國
民
の
生
活
を 

闽
難
に
階
れ
て
意

i
爲

3 

tる，や
と
云
务
に
我
輩
の
見
る
所
を
以
て
す
れ
ば
一
大
原
®
の
存 

す
る
有

6

て
常
に
政
府
を
し
て
其
命
令
に
從
ふ
の

Jf
c

ひ
を
得
ざ
る
に
至
ら
し
む
る
に
依
る
《 

の
、
如
し
、他
な
し
海
隆
軍
の
壓
迫
卽
ち
之
に
じ
て
、今

0

日
本
國
民
の
所
得
極
め
て
僅
少
，な
る 

の
事

*

は
旣
に
論
述
し
杧
る
、所
の
如
し
と
雖
名
我
政
府
の
所
得
其
物
に
至

6

て
は
決
し
て
少 

な
し
と
云
ふ
可
か
ら
少
、卽
ち
.今
年
度
に
於
け
る
政
府
の
歳
入
總
額
は
略
左
億
四
千
萬
圓
に
し 

て
我
毎
年
の
輸
出
總
額
ょ

6

は
遙
か
に
大
な

/人
政
府
の
歲
入
於
國
馬
の
輸
出
.總
額
ょ
ら
多
額 

な
る
は
世
界
の
强
大

_

4
(̂

露
國
と
我
日
本
と
を
算
す
る
の
み
に
し
て
英
米
佛
獨
#
の
諸
國 

に
其
例
を
見
次
る
所
な

6

、

卽
ち
我
政
府
は
國
カ
不
相
當
の
歲

入

を

有
す
る
の
事
實

明

白

な

1
 

.ど
名
然
れ
ど
％
此
多
額
の
歲
入
は
如
何
な
る
方
面
，に
使
用
せ
ら
れ
つ
、
あ
る
や
の
點

1C
付
一 

考
せ
ん

x/
>

@

Aは
K

ら

に
悲
び
可
き
事
實
を
發
見
せ
.次
る

t -

得
^
る

な

6
、卽
ち
我
國
に
在

6
 

て
は
政
府
歲
入
の
大

’部
分
は
軍
事
費
と
國
債
费
と
に
使
用
し
盡

3

る
、
次
第
に
し
て
一
般
行 

政
喪
と
：し
て
殘
存
す
る
所
極
め
て
少
な
き
の
事
實
之
な
み
、

»

言
す
れ
ば
政
府
於
如
何
に

«

«

.贫

‘國
論

 

, 

.
四
a
三



贫
.

國：
論
 

.

的
施
設
經
營
に
志

.し
國
ヵ

涵

養

の

手

段

を

講

.せ
ん

と
.
欲
し
て

$
日

露
戰
ぶ 

五
僚
の

ft
外
債
と
飽
く

こ
と
を

知
ら
？
0

る
海
隆
軍
の
誅
：求
と
の
爲
め
に
載 

他
の
方
面
の
急
、務

に
應
梦
る
能
は
次
る
の
有
樣
に
在

6

、今
大

鑛
省
の 

ん
.に
、

歳
出
合

.計
に
對
す
る
軍
事
費
、國
債
費
、行

政
«
、百
分
比
列
表

•e
s

の
C
靈
る
ニ
十 

W
せ
ら
作
て
到
底 

調
查
に

侬
6

て
之
を

見

三
十
五
年 

三
十
六
年 

四
十
年 

四
十

一

年 

四
十
ニ
年

. 

四
十
三
年 

四
十
四
.年 

.

.(

明
治
.四

,

軍
事
費

 

國
債
費

' 

ニ
九
、六
五

 

ニ
六
、九
九
：

三
三
、四
五

 

一
五
、五
六

三
四
、四
九
 

1
1
.
0、
一
二 

.

三
四
、三
ニ
 

ニ
丸
、五
九

三
三
、九
四
 

三：一

、
一
七 

三一

、
一
五 

■三

ニ
、.七
九

三
四
、九
.一 

.
ニ
.九
、四
七
，

十

一

年
度
以
前
は
決

.
算
©

十
ニ
年
度
は
現
計

0

十
三
年
度
.は
決
定
豫
算
四
十

行
政
費 

四
ニ
、
三
六 

五
〇
、九
九

三
五
、三
九

三
六
、〇
九

三
四
、
八
九 

三
六
、
〇
ニ

三

五
、六
ニ

■ 87

四
年
度
は
提
出
豫
算
額
と
す

)

K

ら
に
歲
出
經
常
鄧
に
對
す
る
百
分
比
例
は
左
の
如
し
、

三
十
五
年
度 

三
十
六
年
度 

四
十
年
度 

四
十

一

年
度 

四
十
ニ
年
度 

四
十
三
年
度 

四
十
四
.年
度

r

A
 数

三
五
、ニ一
 

三
五
、八
六 

ニ
三
、

一 

ニ
 

ニ
七
、
八
六 

一
一
九
、
一
一
-
九 

三
〇
、
〇
五

國
偾
費

ニ
五
、
〇

一
 

.ニ
一
、
四
丸 

四
四
、
八
四 

四
四
、
七
ニ 

四(

り
、
七
七 

三
八
、
八
ニ 

三
七
、
七
六

'
三
一
、
七
ニ

©

ち
戰
後
我

.總
歲
出
中
行
政

.费
と
し

.てU
1

91
.六
分
以
上
を
計
算
せ 

き
次
第
に
し

<
之

，
を

，列

强

の

行

政

费

支

出

.割
合
に
.#照
す
れ
ば
果
し 

日

本

三

六

、〇ニ

 

.

英

，

.

■■
'
■
四
ニ
、Q

四

.

佛 

獨

.

五一
/1

三
’

露
 

愛

、八

五

：

米
一

贫
.：
國
，

論

.：

行
政
费 

三
九
、七
八 

四
ニ
、
六
丑 

三
ニ
、0
闽 

ニ
七
、
四
ニ 

一
一
九
、
九

四

三1
、
1

三 

三
〇
、五
ニ

 

. 

ら
れ
允
る
こ
と
之

' れ

5: 

V

如
何
と
云

^
に
、
I 

三
九
、
七
三 

四
四
、
九
ニ

四
三
五



當

m

諭

四
三
六
，

和

五
八
、
ニ I

^

四
九
、
ニ
〇

西 

四

一

、
一
二 

白 

六
〇
、
四
三 

日

本

以

外

平

均

四

九

、
.六

日

本

以

外

丸

篇

？

均
四
丸
、六

y

し
て
我
國
S

5

 

6

S

か

u

高
く
同
滕
に
我
國

の
读
僅

'多
な
る
寄
合
を
以
て

一

般
行
政
費
に
宛
て
つ
、
あ
る
の
國
は
現
今
の
文
國
明
中
一 

國

.名
之
れ
な
き
を
知
る
可
し
。

(

右
表

中

日

本

は

四

十

三

年

度

英

獨

#

は

千

九

百

〇
八

年

其
他
の
諸
國
は
千
九
百
〇
九
年
の 

豫

算

に

依

る

) 

‘ 

,

次

に
各
國
歲
出
の

A
，當 
負 
擔 
額 
を 
比 
較
せ 
ん 
に . 
左 
の
如
し

米 露 獨 佛 英 日

1

〇

、
五

五

八 

三

三

、
七

八

了
 

三

九

、

一

七

!

一1
.
1

、九
五
一 

.
1

七
、
六

一

八 

一
九
、
六

三

七

白 和 西 イ 尹

ニ

三

、
七

九

九 

ニ

〇

、
四
九
ニ 

ニ

八

、

一

ニ
九 

三
ニ
、七

三一

89

.

右
.表
.に
侬
れ
ば
我
國
民
の
一
人
當
歲
出
負
*
額
は

一

番
少
額
な

6

と
雖

S

然

S
各
國
民
富 

力
の
相
異

：

に
想

5

せ
ば
我
國
民
の
負
擔
が
實
に
高
き
に
届
る
の
事
實
を
知
る
に

1|
か
ら

岁
,

■ 

み
に
英
佛
獨
米
供
諸
國
の
輸
出

-A

一
 

人
當
平
均
と
我
國

A

の
夫
れ
と
を
比
較
せ
ん
に
大
略
左 

の
如
し
。

' ,

英

人

こ

こ

5：
佛
人
 

一一七

獨
人
‘

一二ハ 

-

米
人
 

七

八

#
人 

五
六
 

日
人
 

一
八 

卽
ち
英
人
は
吾
人
の
十
倍
以
上
の
富
力
を
以
て
三
倍
餘
の
負
檐
を
な
し
佛
獨
人
は
六
倍
以 

上
へ
の
力
を
以

.
て
.三
倍
.
八
分
及
び
二
倍
餘

.
の
負
檐
を
な
し
米
人
は
.四
倍
の
力
を
以
て
ニ
咅
.に滿 

fc

次
る
負
擔
を
な
し

#

多
利
人
は
三
倍
餘
の
ヵ
を
以
て
二
倍
餘
の
.負檐
に
當
る
に
過
ぎ
次
る 

を
知
る
可
し
、勿
論
輸
出
入
額
に
依
ろ
て
國
民
富
力
の
：正
顧
な
る
標
準
と
認
む
る
能
は
次
る
は 

論
な
く
合
衆
.國
の
如
き
自
足
自
給
政
策
國
の
質
易
額
は
其
國
ヵ
に
伴
は
次
る
可
き
は
之
を
想 

像
す
る
難
か
ら

^

る
所
な

.cv

と
雖
名
、大
體
の
見
當
は
之
に

.依
，り
て
定
め
難
き
に
非
岁
、叉
以
て 

.
我
國
民
财
如
何
に
民
力
不
相
當
の
負
檐
に
任
匕
つ
、
有

6

ゃ
は
多
く
疑
ふ
の
餘
地
な
か
る
可

し
と
检
ロ
岁

0

*
 

. 

•
 

..

贫

國

J
i

 

. 

; 

、
 

四
三
七



90

贫

國

論

 

四.三

八
 

E

ら
に
罪

事
費
に
於
て

我
國
は

總
歲
出
の
三

 

一
二
九
な
る
に

以
上

諸
國
の

中

英
國
は
三
八
、
 

七
九

を
割

き
獨
.逸

は

四
三

'ニ
七
を
割
き

合
衆

國
は
四
五

0

七
を
割
き
て
此
彐
國
の
み
は
我
國 

の
.割
合
似
上
に
堪
事
費
を
使
用
し

つ
、
有
れ

ど

4
然

3

此
三
國
こ
そ
は
國
倩
费
に
於
て
極
め 

て
少
額
を

割
け
ば
足
る

が
爲

め

に

し

て

.卽

ち
英
國
は
之
に

」

八
、一

七
獨
は
僅
々

五
、
六

〇
合
衆 

國
は

一

〇
、〇

一.

を
割
く

に
過

.ぎ
岁
、斯
る
餘
裕

の
存
せ

次
る
に

傲

©
多
大
の
®
事
费
を
支
出
し 

爲
め
に

一

蔽
行
政

«

を
甚
だ
し
く
少

.
な
か
ら
し
め
つ
、
ぁ
る
こ
，こ
我
日
本
の
如
き
は
他
に
其 

類
.例
を
見
次
る
所
な

0
0

If
c

政
ル

y
今
日
淨
事
と
國

ft
の
利
子
拂
以

[̂
の
こ
と
に
殆
ん
ど
手
名

' 
足
^P

出
で
^
る
は
以 

l
b諸
表
に

依
6
て
之
を
窺
知
す
る
に
足
る

可
し
、
然

る
に

我
國
の

_
海
軍
は
尙
ほ
今
日
の
割 

合
を
以

V

滿
足

.

せ
梦
、年
々
歲
々
荀
く
？
國
庫
に
多
少
の
餘
袼
を
生
ず
る
こ
と
有
ら
ん
か
お

 ̂

之

に

對

し

其

手

を

延

ば

止

る

な

i

s
餘
裕
の
有
無
は
彼
等
の
敢
て
問
ふ
所
に
非
^
、
 

無
き

$

の
放
で
を
名
無
理
算
段
を
講
せ
し
め
て
之
を
奪
取
せ
ん
と
待
構
へ
居
る
有
様
な

6

、el
J 

ち
今

m
.

朝
鮮
に
陸
軍
の
ニ
箇
師
團
を

it
設
.せ
ん
と
す
る
計
畫
の
如
き
伹
し
は
海
眾
侧
沢
叉
々

91

大
擴
張
.を
云
々
し
つ

V

有
る
於
如
し
、然
名
今
日
の
文
明
國
家
に
於
て
國
防
は
單
に
海
陸
罪
の 

防
備
を
以
て
甘
ん
ず
べ
き
に
非
ら
次
る
は
勿
論
に
し
て
彼
の
敵
國
外
患
の
恐
れ
把
る
や
大
な 

ら
次
る
に
非
す
と
雖
名
其
來
る
や
稀
な
ろ

^

名

一
方
に
は
年
々
歲
々
國
民
の
生
命
財
産
を
奪 

取
し
國
土
を
襲
擊
す
る
恐
る
可
き
.大
敵
の
存
す
る
乙

i

を
％
亦
覺
悟
せ

S'
'

る
可
か
ら
ず
、卽
ち 

彼
の
水
靈
風
伯
の
類

」

度
び
其
恐

6

を

發

す

る

や

歇

，國

外

患
10
讓

ら

次

る

慘

害

.を

國

家

に

加 

へ
次
る
を
得
梦
、彼
の
露
國
浦
鹽

.艦
隊
の
柬
京
近

.海
に
襲
來
す
る
や
吾
人
は
聊
か
不
安
の
念
.を 

生

b

*
る
に
過
ぎ
次
ろ
し
？
昨
年
の
大
洪
水
に
際
し
て
は

.市
民
は
確
か
に
よ

6

大
な
る
恐

5

怖 

の
念
に
襲
は
れ
杧
る
事
な

ら

ん
、此
種
の
歜
軍
に
際
し
日
頃
よ

6

充
.分

其

防

備

を

盡

す

は

之

れ 

亦
文
明
國
民
の
忘
る
可
か
ら

3'
'
る
所
な
る
可
し
、否
此
種
防
備
の
必
要
の
如
き

.は
國
民
の
已

1C 

充
分
承
知
し
届
る
所
な
る
$
如
何
に
せ
ん
必
要
な
る
其
資
金
は
悉
く
海
陸
軍
に
奪
取
す
る
所 

i

な
6 y

殆
ん
ど
何
物
を
？
殘
^

>

る
は
今
日
の
現
況
な

6
。

吾
.人
は
海
隆
軍
の
必
要
を
感

..宇

る

乙

と何
人
よ

6

?
切
な
る

名

の
な
6

と
雖

S

然
S
 

|

切 

他
を
犧
牲
に

し

て
此
上
と
名
陸
侮
軍
の

.據

張

：
を

のみ
事
と
す
る
の
甚
だ
爾
れ
な
き

'

を
感
.岁
る 

名

の
な

6

m

に

我

國

は

最

近

ー

一

.
大

鹰

役
£

過
し
て
大
に
武

'
力

の
點
に

於

て

世

界に
胤

を

振

貧
.
_

論 

四
三
九
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贫

國

：

r

四
四
〇 

ふ
に
至

-
O

允
ろ
と
雖
名
之
れ
於
爲
め
に
外
鼯
の
嫉
飭
を
招
く
に
至
ろ
し
こ
と
非
常
な
る
を
钳 

ら
次
る
可
か
ら
ず
、而
し
て
如
何
に
海
陸
の
軍
備
を
充
實

す
と
雖
ぢ
之
を
動
す
其
資
金
に

窮
せ 

ん&

決
し
て
大
戰
爭
を
爲
す
能
，は
ぎ
る
や
勿
論
に
し
て
日
露
戰
爭
の
際
に
は
幸
に
し
て
列
國 

間
に
我
國

.
Q

同
'

f
寄
す
る
名
の
非
常

£

 

7

し
を
以

V

國e
u

 

V

調
達
す
る
を

5

6

 

'し

E

僚
の
軍
資
は
海
外
金
融
市
場
に
於
て
之
を
募
集
す

る
を

得
た
•れ
ど

3

近
き
將
來
に
於
て 

我
國
.於
叉
々
一
大
戦
役
に
從
事
す
る
が
如
き
こ
と
有
ら
ん
か
恐
ら
く
百
圆
と
雖
名
外
國
市
場 

に
於
て
借
入
る
、
《
固
難
な
る
可
し
、然
ら
ば
的
國
市
場
に
於
て
は
如
何
と
云
ふ

'
に
今

0

の
如 

i

力

を

枯

退

せ

し

め

國

富

の

僧

加

遲

々

把

る

有

様

に

，て

は

到

底

多

額

の
費
用
を

一
朝
事
ぁ 

る
に
際
し
て

調

達

ず
る

こ
と

.

不
可
能
な
ら
次
る
を
得

t

果
し
て
然
ら
ば
徒
ら
に

軍
備
の
擴
喂 

.に
の
み
銳
意
す
る

，p

其
軍
備
把
る
や
唯
一
種
の
裝
飾
物
杧
る
に
過
ぎ
次
る
可
し
、近
來
獨
佛
の 

®

係
切
迫
せ
る
に
為

6

賦
逸
の
經
濟
界
が
忽
ち
破

&

を
生
岁

る

に
至
/
ノ
fc

る

が
爲
め
»
外
突 

.上
の

#

5
に
如
何
ば
か
，り
不
利
益
な

6

し
や
は

® 
A 

‘の
目
擊
し
杧
る
所
に
し
て
苟
く
名
經
濟 

.上

.の.實
力
を

'伴
.は
次
る
軍
備
の

.實
際
に
其
役
を
爲

3 

tる
の
適
例

i

見
做
す
可
き
な

6

0
，
 

r

ん

や

今

日

の

我

國

は

近

き

將

來

'に

於

て

他

國

と

戰

端

を

開

始

せ
5'
'
る

可

か

_ら

次

る

於

如

き
關
係
は

一

名
存
す
る

こ
と
な
く

國
民
正
に

此

平
和
を

利
用
し
て
戰
後
の
休
養
を

爲
し
經
濟 

上

の
發

M
に
専
心

銳
意

な
る

可
き
の

#

允
る

に
於
て

を

や
、若
し
夫
れ

我

國

の
ft

治
上
或
は
經 

濟
上
に

經
營
施
設
す

可
き

の
事
業
大
略
盤
へ
杧
る
ぢ
の
な
ら
ん
に
は
叉
格
別
な

1

ど
％
今
日 

の
規
狀

に
在
6

て
は
此
方
面
の
進
步
に
掛
け
て
は
列
强
中
我
國
の
如
く
後
れ
允
る
は
有
る
こ 

と
な
く

國
民
は
今
よ

6

驅
け
.足
を
以
て
進
む

と

名
侮
先
進
文
明
國
に
及
ば
次
る
遠

か
る

可
し 

と
は
：I

I

露
.戰
爭
の
我
勇
將
於
規
に
歐
洲
に
旅
行
し

て
深
く
自
ら
感
匕
杧
る
所
な
ぅ
と
し
て
佌 

間
に
吹

聽
し
戈

る
所
な

ら
•
岁
や
、吾
人
は
軍
備
の
擴
張
と
云
ふ
、が如
き

問
題
は
當
.分
國

民
の
念 

頭
よ

6

離
脱
し

<

荀
く

3

將
來
多
少
に
て
名
國

家
の
歳
計

に
.餘

裕

を

生

岁

る

に

至

/ジ
杧
る
吸 

6

は
之
を
以
て
國
民
經
濟
の
發
展

1C

•資
す
る
が
知
き

用
途
に
之
を
使
用
す
る
に
務
め
以
て
今 

日
歳
計
分

®
の
不
.權
衡
を

间
復
し
國
力
の
培
養
に

力
を
注
ぐ
の
急
務
な
る
を
威
梦
る
名
の
な 

ろ
、若
し
夫
れ
然
ら

3'
'

ら
ん
か
我
財
政
の
窮
境
は
遂
に
脫
却
す
る
の
日

な
か
る

可
く
、政
府
の
避 

繰
算
段
は

f
す

^

/

甚
し
き
を

加

へV

國
民
は

S

よ
^

^
其
犧
牲

•た
.ら

次

る

を

得

次
る
可
く 

此
貧
國
は
何
聘

4

で
^

赤
貧
洗
ふ
舣

如
け
ん

の
み
。


